
財政的援助団体等監査結果報告（令和４年度）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定により、高知県監査委員監査基準（令

和２年高知県監査公表第７号）に準拠し監査を実施したので、財政的援助団体等の監査の結果を下

記のとおり報告する。

記

第１ 監査の概要

１ 監査の種類

地方自治法第199条第７項の規定による財政的援助団体等の監査

２ 監査の対象

県が団体の基本財産、資本金又は出資金の４分の１以上を出資している団体（以下「出資団

体」という。）、県が公の施設の管理を委託している団体（以下「指定管理者」という。）及

び県が補助金等を交付している団体（以下「補助金等交付団体」という。）のうち以下の16団

体

(１) 出資団体

ア 公益財団法人高知県スポーツ協会（監査実施日：令和４年11月29日）

イ 一般財団法人高知県地産外商公社（監査実施日：令和４年11月17日）

ウ 土佐くろしお鉄道株式会社（監査実施日：令和５年１月26日）

エ 公益財団法人高知県観光コンベンション協会（監査実施日：令和５年１月19日）

出資金 出資額及び出資比

率

基本財産269,272,600円のうち208,130,000円、77.3パーセ

ント

補助金等 名称 高知県スポーツ振興推進事業費補助金

金額 136,329,057円

名称 高知県地域スポーツ振興事業費補助金

金額 555,606円

出資金 出資額及び出資比

率

基本財産184,100,000円のうち103,000,000円、55.9パーセ

ント

補助金等 名称 高知県地産外商公社運営費補助金

金額 279,835,773円

名称 高知県高知家プロモーション事業費補助金

金額 51,982,648円

出資金 出資額及び出資比

率

資本金499,000,000円のうち245,000,000円、49.1パーセン

ト

補助金等 名称 高知県安全安心の施設整備事業費補助金

金額 132,637,103円

名称 高知県第三セクター鉄道維持対策事業費補助金

金額 50,769,860円

出資金 出資額及び出資比

率

基本財産255,190,000円のうち100,000,000円、39.2パーセ

ント

補助金等 名称 高知県観光振興推進事業費補助金

金額 812,675,230円（観光政策課）



オ 株式会社高知県観光開発公社（監査実施日：令和５年１月17日）

カ 高知県土地開発公社（監査実施日：令和４年11月２日）

(２) 指定管理者

ア 一般社団法人オフィスポラリス（監査実施日：令和４年12月２日）

イ 一般社団法人高知県山林協会（監査実施日：令和４年11月30日）

ウ 公益財団法人高知県牧野記念財団（監査実施日：令和５年１月19日）

エ 特定非営利活動法人ＮＰＯ砂浜美術館（監査実施日：令和５年１月19日）

オ 公益財団法人四万十市公園管理公社（監査実施日：令和５年１月19日）

カ 高知ファズ株式会社（監査実施日：令和４年11月２日）

キ 特定非営利活動法人高知県青年会館（監査実施日：令和４年11月15日）

ク 株式会社香北ふるさとみらい（監査実施日：令和５年１月10日）

117,892,633円（スポーツ課）

出資金 出資額及び出資比

率

資本金350,000,000円のうち150,000,000円、42.9パーセン

ト

指定管理 対象施設 高知県立足摺海洋館

管理代行料87,700,000円、利用料金収入97,035,840円

出資金 出資額及び出資比

率

基本財産10,000,000円のうち10,000,000円、100パーセント

指定管理 対象施設 高知県立交通安全こどもセンター

管理代行料8,046,000円、利用料金収入9,709,455円

指定管理 対象施設 高知県立甫喜ケ峰森林公園

管理代行料23,114,000円、利用料金収入0円

指定管理 対象施設 高知県立牧野植物園

管理代行料465,525,803円、利用料金収入42,976,231円

指定管理 対象施設 高知県立土佐西南大規模公園（大方地区・佐賀地区）

管理代行料52,914,000円、利用料金収入13,380,430円

指定管理 対象施設 高知県立土佐西南大規模公園（中村地区）

管理代行料9,500,000円、利用料金収入39,900,660円

指定管理 対象施設 高知港係留施設等

管理代行料146,112,987円

指定管理 対象施設 高知県立高知青少年の家

管理代行料21,323,000円

対象施設 高知県立青少年体育館

管理代行料37,281,000円

指定管理 対象施設 高知県立香北青少年の家

管理代行料41,453,000円



(３) 補助金等交付団体

ア 社会福祉法人香南会（監査実施日：令和４年11月30日）

イ 一般社団法人高知県漁業就業支援センター（監査実施日：令和５年１月17日）

３ 監査の着眼点（評価項目）

監査の対象となった財政的援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が

当該財政的援助等の目的に沿って行われているか。

４ 監査の実施内容

監査の対象団体が令和３年度に執行した財政的援助等に係る出納その他事務について、実地

監査による関係書類の閲覧及び現場確認、当該対象団体及びその所管課から説明を聴取するな

どの方法により、監査委員による監査（委員監査）及び事務局職員による監査（事務局監査）

を実施した。

第２ 監査の結果

前記のとおり監査を実施した限り、重要な点において、監査の対象となった事務の執行が当該

財政的援助等の目的に沿って行われていると認められた。

補助金等 名称 高知県軽費老人ホーム事務費補助金

金額 77,308,261円

補助金等 名称 高知県漁業就業支援事業費補助金

金額 62,104,355円



監 査 公 表

○ 財 政 的 援 助 団 体 等 の 監 査 の 執 行 結 果


